
令和８年度

　　　秋　　田　　県

所　　在　　地

　　　公 益 社 団 法 人
　　　秋田県 農業公社

湯沢地区  　畜産環境総合整備事業

I第０２１０２号工事　閲覧図書

事 業 主 体 名

湯沢市

都 道 府 県 名



　　湯沢市酒蒔　地内

　　家畜排せつ物処理施設建築修繕工事 1 棟

事業参加者名 湯沢市

数　量 単　位

1 棟 2,946.00 ㎡

発酵処理棟 1 棟 2,946.00 ㎡

家畜排せつ物処理施設

完    成    期    日

工　　事    概    要

摘　　　　　　　要

工 事 内 容 説 明 書

湯　沢　　地区 畜産環境総合整備事業 Ⅰ第０２１０２号 工事

工　　事    場    所

令和8年12月25日

工　　　　　種
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　湯沢地区　　畜産環境総合整備事業
　　Ｉ第０２１０２号工事　　　　位置図

堆肥センター建築修繕工事　N=1式　（湯沢）
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工事名称

令和   8  年   6  月

株式
会社

代表取締役

秋田県横手市十文字町西原一番町８番地
TEL 0182（42）1388 ㈹
FAX 0182（42）1399

佐 藤  時 彦

設        計        書

近 建築設計事務所

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業Ｉ第02102号工事
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金抜き設計書



数量 単位 備考

直接工事費 1.0 式

計

共通費

共通仮設費 1.0 式

現場管理費 1.0 式

一般管理費等 1.0 式

計

負担金1（課税） 1.0 式

合計（工事価格） 1.0 式

消費税等相当額 1.0 式

総合計（工事費） 1.0 式

（ 種 目 別 内 訳 ）

名称 摘要 金額
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数量 単位 備考

直接工事費

1. 直接仮設 1.0 式

2. 屋根工事 1.0 式

3. 外壁工事 1.0 式

4. 建具工事 1.0 式

5. 発生材処分 1.0 式

計

（ 科 目 別 内 訳 ）

名称 摘要 金額
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数量 単位 備考

1. 直接仮設 1.0 式

計

2. 屋根工事 (1)撤去 1.0 式

(2)新設 1.0 式

計

3. 外壁工事 (1)撤去 1.0 式

(2)新設 1.0 式

計

4. 建具工事 1.0 式

計

5. 発生材処分 (1)運搬 1.0 式

(2)処分 1.0 式

計

（ 中 科 目 別 内 訳 ）

科目名称 中科目名称 金額
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数量 単位 単価 金額 備考

1. 直接仮設
建枠900×1700(布枠500+240)

枠組本足場(手すり先行方式) 12m未満 2か月 2092.0 m2
枠組本足場用

安全手すり(手すり先行方式) 2か月 287.0 m
養生ｼｰﾄ張り

垂直養生 運搬費(往復)含む 2092.0 m2
水平ﾈｯﾄ張り+高所作業車共

水平養生 運搬費(往復)含む 2850.0 m2
枠組本足場

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布) 2092.0 m2
安全手すり

仮設材運搬 枠組本足場用 287.0 m

養生 屋根改修部分 3089.0 m2

養生 外壁改修部分 228.0 m2

整理清掃後片付け 屋根改修部分 3089.0 m2

整理清掃後片付け 外壁改修工事 228.0 m2
 

計

（ 細 目 別 内 訳 ）

名称 摘要
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数量 単位 単価 金額 備考

2. 屋根工事

(1) 撤去

FRP鉄板小波 厚0.8 3323.0 m2

ウレタン面戸 170.0 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 鼻隠し包み 糸尺250 116.0 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 水切鉄板 糸尺400 84.9 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 巻き上げｶｰﾃﾝ下雨押え 糸尺550 114.0 m

処分費 金属くず類(鉄板) 0.4 t

計

(2) 新設
ﾊﾞﾝﾎﾟｰFRP　ｽｰﾊﾟｰﾙｯｸG　製品幅720

FRP鉄板スレート小波 有効幅630　厚0.8　ｸﾘｱ 3323.0 m2

ウレタン面戸 170.0 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 鼻隠し包み 糸尺250 116.0 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 水切鉄板 糸尺400 84.9 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 巻き上げｶｰﾃﾝ下雨押え 糸尺550 114.0 m

運搬費 1.0 式
80×120(転止共)

母屋補修費 積込・運搬・処分費含む 36.0 m

計

（ 細 目 別 内 訳 ）

名称 摘要
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数量 単位 単価 金額 備考

3. 外壁工事

(1) 撤去

外壁FRP鉄板小波 厚0.7 514.0 m2
厚0.4

ガルバリウム鋼板 ｻｯｼ上ﾊﾞ水切 糸尺200 64.1 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 腰水切 糸尺250 109.0 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 外部ｼｬｯﾀｰ三方枠 25.6 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 ｻｯｼ中間平板 120*400 24.3 m

処分費 金属くず類(鉄板) 0.2 t

計

(2) 新設
ﾊﾞﾝﾎﾟｰFRP　ｽｰﾊﾟｰﾙｯｸG　製品幅670

外壁FRP鉄板小波 有効幅588　厚0.7　ｸﾘｱ 514.0 m2
厚0.4

ガルバリウム鋼板 ｻｯｼ上ﾊﾞ水切 糸尺200 64.1 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 腰水切 糸尺250 109.0 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 外部ｼｬｯﾀｰ三方枠 25.6 m
厚0.4

ガルバリウム鋼板 ｻｯｼ中間平板 120*400 24.3 m

運搬費 1.0 式

計

（ 細 目 別 内 訳 ）

名称 摘要
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数量 単位 単価 金額 備考

4. 建具工事
ｽﾁｰﾙ製

軽量電動シャッター W4800×H4000 2.0 か所

取付工事費 1.0 式

二次側配線調整費 1.0 式

運搬費 1.0 式
既存ｼｬｯﾀｰ W4800×H4000×2か所

取外工事費 処分費含む 1.0 式

巻き上げカーテンワ イヤー取付・復旧 1.0 式

計

（ 細 目 別 内 訳 ）

名称 摘要
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数量 単位 単価 金額 備考

5. 発生材処分

(1) 運搬

廃プラチック類集積、積込 3.0 m3

金属くず類集積、積込 0.6 t
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

とりこわし発生材運搬 運搬距離 20.3km 3.0 m3
金属くず類

とりこわし発生材運搬 運搬距離 5.8km 0.6 t

計

(2) 処分

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.2 t

計

（ 細 目 別 内 訳 ）

名称 摘要
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数量 単位 単価 金額 備考
最終処分

産業廃棄物税 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.2 ｔ

計

負担金1（課税） 明細

名称 摘要
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数量 単位 単価 金額 備考

揚重費 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t 3.0 日

計

共通仮設費（積上） 明細

名称 摘要
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株式会社　近　建築設計事務所

番 号

Ａ － ０１

Ａ － ０２

Ａ － ０３

Ａ － ０４

Ａ － ０５

図 面 目 録

番 号図 面 内 容

表紙・図面目録

図 面 内 容

Ａ － ００

内
　
 
容

図
　
 
番 Ａ

縮
　
 
尺

工

事

名
秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

奥　圭司管理建築士　一級建築士登録第306990号

表 紙 ・ 図 面 目 録
00

NON

湯沢地区畜産環境総合整備事業

NON

建物概要、仕上表、平面図

付近見取図、全体配置図

Ａ － ０６

令和8年度

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業

建築改修工事特記仕様書

屋根伏図

立面図

矩計図、部分詳細図

Ａ － 建具キープラン、建具表０７

R 8. 6

Ｉ第02102号工事

Ｉ第02102号工事　
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 地表面粗度区分　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ

用途地域    　　　（　　　　　）

  ７　改修内容 

　１　工 事 名

  ２　工事場所

  ３　用途地域等

  ４　主要用途

  ５　敷地面積

  ６　その他の条件

都市計画区域　　　（ ・内　  ・外　）

防火地域等　　　　（ ・ 防火　・ 準防火　・法第２２条指定区域　・指定無し　）

 風速（Ｖｏ） 　・３０　・３２　・３４

（対象棟、工事種別、改修部位等）

　　・　

Ⅱ  建築改修工事仕様

　１　共通仕様

章 特記事項

項
事
通
共
般
一

１ １

２

適用基準等

(CORINS)への登録

Ⅰ　工　事　概　要
項
事
通
共
般
一

１

項目

  　（2）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。

  ３　特記仕様書の範囲

　　　　 ・印と※印がついた場合は、共に適用する。

      ・　建築工事特記仕様書　    　  ・　電気設備改修工事特記仕様書　       ・　機械設備改修工事特記仕様書

    （1）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

      特記仕様書は、本特記仕様書の他、以下の・印のものを適用する

　　　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事

  　（3）特記事項に記載の（　　　）内表示番号は改修標準仕様書、＜　　　＞内表示番号は標準仕様書の当該項目、当該図面又は当該
　　　　 表を示す。

工事実績情報システム

その他の地域・区域（                          ）

　　・　
　　・　
　　・　
　　・　

  ２　特記仕様書の適用等

公共建築工事標準仕様書に基づく建築工事の施工管理（施工計画書作成要領）（一般社団法人公共建築

項
事
通
共
般
一

１

室の床面積Ａ(㎡)
 測定個所数

Ａ≦50
１

50＜Ａ≦200
２

200＜Ａ≦500
３

500＜Ａ
４

・測定方法
　　　測定は、パッシブ型採取機器を用いる。

　　キシレン、エチルベンゼン及びスチレンの濃度を同時に測定する。
　　　測定個所数は、次による。また、全ての測定個所においてホルムアルデヒド、トルエン、

　　　測定対象室は、原則として全ての居室及び常時換気をしない書庫、倉庫等（改修工事において
　　は、内装改修等を行った室に限る）とする。使用した材料、室の形状、換気設備等の使用が類似
　　しており同様の測定結果となることが予想される複数の室については、そのうち１室以上を測定
　　してよい。

  次の室の揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であること

　　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

化学物質の濃度測定
を確認し、監督職員に報告すること。                                             (1.7.9)

技術検査
回　　　数
第　１　回
第　２　回

中間検査の時期
（1.8.2)

  測定対象化合物質

  測定対象室：

  測定個所数：

    　採取機器、及び採取要領については監督職員の指示による。

(1) 完成図等は、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（営繕工事編）、営繕工事電子納品

完成図書等 完成検査後に、次の完成図等を速やかに監督職員へ提出する。　　　　　　　　    　 （1.9.1)
　部数仕様　　　　　製本1部　　Ａ4版（黒表紙、金文字）
　綴じこむもの　（１）完成図書（意匠図及び構造図）
　　　　　　　　（２）完成図及び施工図（原寸）二つ折りに製本したもの
　　　　　　　　（３）構造計算書
　　　　　　　　（４）保全に関する資料
　　　　　　　　（５）電子納品対象工事にあっては、電子媒体
　　　　　　　　（６）その他監督職員の指示するもの
添付するもの　　Ａ3版縮小図（配置図、平面図、立面図、仕上表、一般断面図）とする。

電子納品等 電子媒体（監督職員提出用）提出部数：（　　　　　）部
電子媒体に格納するもの　完成図（ＣＡＤ　ＰＤＦ）　　監督職員が指示した図面等
　　　　　　　　　　　　完成写真（外観図5枚程度　　内観図5枚程度）
　　　　　　　　　　　　　工事概要ファイル
　　　　　　　　　　　　　各種工事関係資料

　　ただし、監督職員の承諾があった場合はこの限りでない。
　　受注者は、次により電子納品を行うものとする。

（3）設計監理業務として行う営繕年報作成のため、工事諸元情報の提供に協力すること。
（2）電子データは、「要領等」に示されたファイルフォーマットに基づいて作成すること。

    要領　【令和４年改定】」及び「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン等の秋田県運用」
    （以下、「要領等」という。）に基づいて作成すること。
   「要領等」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、解
    釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定するものとする。

施 工 図　　設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。
施工範囲    建築工事特記仕様書の区分表又は工事区分表（図示）による。設備工事との取合い

契約不適合点検 契約事項による契約不適合責任期間満了前に契約不適合点検を行うので受注者は立ち会うこと。

環境への配慮
ればならない。
　受注者は監督職員と協議を行い、県の定める環境方針を具体的に公共事業に反映させるよう努めなけ

快適トイレ導入対象
(1)設置に要する費用は、当初は計上していない。
(2)受注者は、快適トイレの設置にあたっては、「快適トイレ実施要領」に基づき、監督職員と協議の

   により、設計変更の対象とする。
   なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基/工事までとする。
   また、運搬費は共通仮設費(率)に含むものとし、２基より多く設置する場合や、積算上限額を超え
   る費用については、別途計上は行わない。

法定外の労災保険

   上、規格、基数等の詳細について決定することとし、精算変更時において、支出実態のわかる資料

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

　　　書」という。）」、「建築物解体工事共通仕様書令和4年版（以下、「解体共通仕様書」という。）」及び「建築工事標準詳細図（

建築工事監督実施要領（秋田県建設交通部監修）（平成16年版）

協会）（令和5年版）
営繕工事写真撮影要領（令和5年度版)（国土交通省大臣官房庁営繕部整備課）

発生材の処理等

地下埋設物の

地下埋設物の種類 管理者 条件等 貸与する資料

架空線等上空施設の ・架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、「地下埋設物・架空線等上空施設の損傷事故防止マ
ニュアル（営繕工事）（令和7年2月）秋田県建設部営繕課」により、公衆災害等の事故防止対策を実施
するものとする。

・本工事範囲内にある架空線等上空施設は以下のとおりである。
管理者 条件等 貸与する資料地下埋設物の種類

建築改修工事特記仕様書

損傷事故防止について
・本工事は、「地下埋設物・架空線等上空施設の損傷事故防止マニュアル（営繕工事）（令和7年2月）
  秋田県建設部営繕課」により、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。

・本工事と近接する地下埋設物は以下のとおりである。

損傷事故防止について

                     指定なし

（令和8年改訂版） 令和8年5月1日以降適用

　　　編）令和7年版（以下、「標準仕様書」という。）」、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版（以下、「改修標準仕様

　　　令和7年版）（以下「標準詳細図」という。）」による。

３情報共有システムの活用

登録する　                 　　　　    　  　　　                         　   (1.1.4)

※本工事は、「秋田県営繕工事情報共有システム試行要領」に基づき実施する。       (1.1.5)

・発注者指定型
(1)本工事は、情報共有システム活用の対象として発注者が指定する工事である。

(2)情報共有システムの活用に要する費用は共通仮設費に計上している。

※受注者希望型
(1)本工事は、情報共有システムの活用を前提とした積算は行っていない。

(2)情報共有システムの活用を希望する場合は、契約後速やかに、活用の可否について監督員と協議す
ること。

(3)情報共有システムを活用する場合は、その費用について設計変更の対象とする。

４建設キャリアアップ
システム(COUS)の活用

※受注者は、本工事において建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」）を活用し、「秋田県
建設キャリアアップシステム活用に関する実施要綱」及び「秋田県建設キャリアアップシステムに

関する営繕課運用」に基づいて実施するものとする。
※本工事はＣＣＵＳ活用にかかる費用として、共通仮設費にカードリーダー設置費用及び現場利用料

（カードタッチ費用）を以下のとおり当初数量で計上している。
工期（　）ヶ月　×　1,000円（税抜）／月　＝（　　　）円（税抜）

工事の余裕期間
　 適用する場合は別に定める「余裕期間に係る特記事項」によること。
・発注者指定方式　・任意着手方式５

※契約締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は
　仮設工事等が開始されるまでの間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への
　専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、
　契約締結後、監督職員と打合せにおいて定める。
・契約締結後、 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ

※工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、
　事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への
　専任を要しない。なお、検査が終了した日は、完成検査確認通知書の日付けとする。

　の専任を要しない。

技術者の専任６

概成工期 工事期限より　　　日前　                  　　　　                　  　        (1.2.1)７

女性技術者活躍モデル
工事の対象

・発注者指定型

　　　(2)快適トイレ(女性専用)の設置に要する費用は、共通仮設費に計上しているが、「快適トイレ

　　　(3)女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、それを証明でき

　　　　 を希望する場合、発注者と協議を行い、実施について発注者が認めて指示した場合は、本工

　　　(4)女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、それを証明でき

　　　　 実施するものとする。

　　　　 実施要領」に基づき、設計変更の対象とする。

　　　　 事をモデル工事として扱うものとする。

　　　　 施するものとする。

※受注者希望型
　　　(1)本工事は、秋田県女性技術者活躍モデル工事（受注者希望型）であるため、女性技術者登用

　　　(2)モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」に基づいて実

　　　(3)快適トイレの設置に要する費用は、「快適トイレ実施要領」に基づき設計変更の対象とする。

　　　　 る書類の写し（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用については
　　　　 計変更の対象とする。

　　　　 る書類の写し（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用については設

　　　(1)モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」に基づいて

　　　　 計変更の対象とする。

８

電気保安技術者 配置する                                                                       (1.3.3)９

週休２日制工事の対象10

    ＰＣＢ含有シーリング材　　　・有（　　　）　　　・無　　　・不明（含有分析検査を行う）

　・ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）含有機器　　　・有（　　　）　　　・無

　　安全な容器に納め、所定の表示を行い、監督職員の指示に基づき施設管理者に引き渡すこと。
　　有の場合、電気照明器具等のＰＣＢを含有する機器は、当該部分を取り外し、漏洩の恐れのない

ＰＣＢ含有製品の処理

本工事では、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等で次
表の建設資材を工事現場に搬入する場合には、「再生資源利用計画書」を建設副産物情報交換システム

搬入する建設資材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （1.3.12)

ＣＣＡ処理木材及び石膏ボード製品の処分について　　　・該当　　　・非該当

・ＣＣＡ処理木材
種　　　　類 処分をする施設名〈住所〉、搬出距離(km)

※管理型最終処分場で埋立処分すること

※管理型最終処分場で埋立処分こと

・ひ素混入石膏ボード
  （小名浜吉野石膏㈱いわき工場

  （日東石膏ボード㈱八戸工場

    次に該当する場合は、指定する場所に処分すること。

建設副産物情報交換システム（COBRIS）の利用
　※適用する　　・適用しない

・

・カドミウム含有石膏ボード

  秋田県環境保全センター〈大仙市協和上淀川〉、km

  秋田県環境保全センター〈大仙市協和上淀川〉、km

（COBRIS）により作成し、施工計画書に含めて監督職員に提出する。また、その内容を説明のうえ、工
事現場の見えやすい場所に掲示する。
加えて、建設発生土を「再生資源利用計画」に記載した搬入元から搬入したときは、所定の様式（秋田
県技術管理課ＨＰ「建設発生土の適正利用について：土砂受領書）により速やかに搬入元に受領書を交
付するものとする。

次の各号の一に該当する建設資材を搬入する工事

２　重量が500t以上である砕石
１　体積が500m3以上である土砂

３　重量が200t以上である加熱アスファルト混合物
４　重量が50t以上であるコンクリート
５　重量が50t以上であるコンクリート及び鉄から成る建設資材
６　重量が10t以上である木材
７　重量が0.1t以上である塩化ビニール管・継手
８　重量が0.1t以上である石膏ボード

搬出する建設発生材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （1.3.12)
本工事では、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥
または建設混合廃棄物等で次表の建設発生材を工事現場から搬出する場合には、「再生資源利用促進計
画書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含めて監督職員に提出す
る。また、その内容を説明のうえ、工事現場の見えやすい場所へ掲示する。

目に関しても実施するものとする。
加えて、建設発生土を搬出する工事において「再生資源利用促進計画」を作成する場合は、以下の各項

（１）500m3以上の建設発生土を搬出する工事においては、「土壌汚染対策法の手続き状況」及び「建
      設発生土の搬出先における盛土規制法などの各種法令に関する許可状況等」を事前に確認し、そ
      の結果を「再生資源利用促進計画」の添付資料とし監督職員に提出し、その内容を説明のうえ、
      工事現場の見えやすい場所へ掲示しなければならない。確認結果表作成に当たっての解説及び様
      式については、秋田県技術管理課ＨＰ「建設発生土の適正利用について」によるものとする。
（２）500m3以上の建設発生土を搬出する工事においては、建設発生土を運搬する者に対し、搬出先の

      発生土の適正利用について：土砂搬出に関する通知書）により通知しなければならない。なお、
      内容に変更があった場合も同様とする。
（３）建設発生土を計画に記載した搬出先へ搬出したときは、所定の様式（秋田県技術管理課ＨＰ「建
      設発生土の適正利用について：土砂受領書）により速やかに搬出先に受領書の交付を求め、搬出
      先が計画と一致することを確認するとともに、受領書の写しを工事完成後5年間保存するものと
      する。

  昭和48年3月～平成9年4月に製造）

  平成4年10月～平成9年4月に製造）

　　参考：廃石膏ボード現場分別解体マニュアル（案）（平成24年3月国土交通省）

      名称・所在地及び搬出量並びに（１）に関する内容を所定の様式（秋田県技術管理課ＨＰ「建設

産業廃棄物税
本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、秋田県産業

交通安全管理
　・必要（関係機関：　　　　　　　　　　　）　　　・必要なし
関係機関との協議　　　　　　　　　　　　　　　　  　  　　　　　 　　　　　　　  (1.3.9)

廃棄物税が課税されるので適正に処理するものとする。

実施状況の記録を工事完成後5年間保存するものとする。
した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員へ提出する。また、計画及び
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録
「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成した工事　　　  　  （1.3.12)

10　重量が0.1t以上である石綿　
９　重量が0.1t以上である廃石膏ボード
８　重量が0.1t以上である紙くず
７　重量が0.1t以上である廃プラスチック
６　重量が0.1t以上である廃塩化ビニール管・継手
５　重量が0.1t以上である金属くず
４　重量が0.3t以上である建設混合廃棄物
３　重量が0.3t以上である建設汚泥

１　体積が500m3以上である建設発生土

    これらの重量の合計が200t以上であるもの
２　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊または建設発生木材であって、

次の各号の一に該当する建設発生材を搬出する工事

13

14

交通誘導員
　・配置する（・警備業法第１８条に規定する特定の種別の警備業務　・任意　）
　　（　　　　　人・日）

　則第20号)及び秋田県公安委員会告示第94号(令和2年9月29日)による。

　・配置しない

　　特定の種別の警備業務は、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規

　工事施工中に事故・災害が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、事故の全容が
判明次第、指示する事故報告書により速やかに監督職員に提出すること。　　  　     （1.3.10)

事故報告15

既存部分の養生　　　・必要（養生部分　　　　　　　　）　・必要なし             （1.3.13)

本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、以下のい
ずれかに該当するものとする。
  １　ＪＩＳ及びＪＡＳマーク表示のある材料
  ２　エコマーク認定製品（(公財)日本環境協会）
  ３　秋田県認定リサイクル製品
  ４　建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最新年版）（(一社)公共建
　　　築協会）（以下「評価名簿」という。）に記載の製品
  ５　以下の①～⑥の事項を満たす材料製造業者等が製造した材料
　　①  品質及び性能に関する試験データが整備していること。
　　②  生産施設及び品質の管理が適切に行っていること。
　　③  安定的な供給が可能であること。

　　⑤  製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
　　⑥  販売、保守等の営業体制が整えられていること。
　　なお、5の材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料

　　また、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用す
　　る場合は監督職員の承諾を受けること。

建築材料等

　（3）接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシル等を含有しない

　　は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で設計図書に規定
　　ド、その他木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材

  建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、

　（1）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボー

化学物質を放散する
建築材料等 次の（1）から（４）までを満たすものとする。                                    (1.4.1)

  （4）（1）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、

既存部分等への処理

　　④  法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　　又は、外部機関が発行する証明書の写し等を監督職員に提出をして承諾をうけるものとする。

　　する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する

　（2）接着材及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する

　　アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする

特別な材料の工法

成 果 品調査方法調査範囲  調査項目　
施工数量調査

技能士

　設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は
②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又④に該当する材料を指す

　改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法によるものとす
る

　施工数量調査　                                          　　                 (1.6.2)

  既存部分の破壊を行った場合の補修方法は、図示による。　　　  　　　　　 　　　(1.6.3)

　　難発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する

  ②  建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
　③  建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
　④  建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　 材料以外の材料
　①  建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築

見本施工 仕上がり程度の判断ができる見本施工の実施                                       (1.7.5)
　　実施する部位：

適用する　    　　　　　　　　           　    　　　　　            　        (1.7.2)
　適用職種　（一級、単一等級の職種作業）
　とび（・とび作業）　鉄筋施工（・鉄筋組立作業）　コンクリ－ト圧送施工（・コンクリ
　ート圧送工事作業）　型枠施工（・型枠工事作業）　鉄骨（・構造物鉄工作業）　ブロッ
　ク建築（・コンクリートブロック工事作業）　ＡＬＣパネル施工（・ＡＬＣパネル工事作
　業）　防水施工（・アスファルト防水工事作業・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・アク
　リルゴム系塗膜防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業・塩化ビニル系シート防水
　工事作業・セメント系防水工事作業・シーリング防水工事作業・改質アスファルトシート
　トーチ工法防水工事作業・ＦＲＰ防水工事作業）　・改質アスファルトシート常温粘着工
　法防水工事作業）　石材施工（・石張り作業）　タイル張り（・タイル張り作業）　建築
　大工（・大工工事作業）　建築板金（・内外装板金作業）　左官（・左官作業）　内装仕
　上げ施工（・鋼製下地工事作業）　サッシ施工（・ビル用サッシ施工作業）　自動ドア施
　工（・自動ドア施工）　ガラス施工（・ガラス工事作業）　カーテンウォール施工（・金
　属製カーテンウォール工事作業）　塗装（・建築塗装作業）　内装仕上げ施工（・プラス
　チック系床仕上げ工事作業・カーペット系床仕上げ工事作業・木質系床仕上げ工事作業
　・ボード仕上げ工事作業）　表装（・壁装作業）　熱絶縁施工（・吹付け硬質ウレタンフ
　ォーム断熱工事作業）　内装仕上げ施工（・カーテン工事作業）　路面標示施工（・溶融
　ペイントハンドマーカー工事作業・加熱ペイントマシンマーカー工事作業）　造園（・造
　園工事作業）

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

１仮囲い 設ける（位置、延長等は図示）
  ・　万能鋼板　　（Ｈ＝　　　　　　　） 　 ・　波板鉄板（Ｈ＝　    　　　　）
  ・　単管シート　（Ｈ＝　　　　　　　） 　 
  ・　シートゲート（Ｈ＝　　　　　　、Ｗ＝　　　　　　）×　　カ所

２ 防音パネル、防音シート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（2.1.3)
  ・  設ける（位置、延長等は図示による）
防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲
  ・  図示による

            設置範囲（・図示による　　　　・　　　　　　）

３
  外部足場  ※　枠組足場（※　手すり先行工法　　　・　その他）

  防護シート　　※設ける　（設置範囲　・図示による　　・　　　　　）　・設けない
　材料、撤去材等の運搬方法
　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・Ｅ種
　Ｃ種：利用可能なエレベーター　・図示による

足場等

            ・　くさび緊結式足場（※　手すり先行工法　　　・　その他 ）

既存部分の養生

　・養生を行わない

既存ブラインド、カーテン等養生及び保管場所
　・養生を行う（養生の方法：　　　　　　　　　　　　保管場所：　　　　　　　　　　）

既存家具等の養生　　　※ビニールシート等　　・　　　　　　　
既存部分の養生　　　　※ビニールシート等　　・　　　　　　　                   (2.3.1)４

既存部分に汚染又は損傷を与える恐れのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、
受注者の責任において速やかに修復等の処置を行うものとする。

仮設間仕切り 仮設間仕切り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　(2.3.2)５
　・設ける　　　・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種　　　（詳細は図示による）　
仮設扉
　・設ける　　　※合板張り木製扉　・　　　　（詳細は図示による）　

６ 規模：　・10㎡程度　・20㎡程度　・35㎡程度　・65㎡程度　・100㎡程度　　       （2.4.1)監督職員事務所等

２

仮
設
工
事 騒音・粉じん等の対策

　内部足場　　　脚立、足場板等　　　　・                                       (2.2.1)

　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　・図示による

備品、机・ロッカー等の移動　　　・行う（図示による）　　　※行わない

備品：机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨合羽、保安帽、安全帯、冷暖房機器
　　　その他監督職員の指示するもの。縮小製本図を備える場合は（　　）部

工事用水及び電力７ 工事用水　　構内既存の施設　　・利用できる　　（※有償　　・無償）　・利用できない
工事用電力　構内既存の施設　　・利用できる　　（※有償　　・無償）　・利用できない

工事表示板の設置

工事監理者

工事施工者
工事監督者

設 計 者
建 築 主
工 事 期 間
構造・規模
工 事 名 称

  建　築　工　事　の　表　示

      　     ・ ３号　（ 横３６０㎝×縦１８０㎝ ）     ・ その他（                   　   ）
     　      ※ １号　（ 横１８０㎝×縦　９０㎝ ）     ・ ２号　（ 横２４０㎝×縦１２０㎝ ）

※　建設リサイクル法遵守指導としての「届出（通知）済シール」を建設業許可標識等に貼り付
　　けること。

     　   ４  表示板の大きさ
    　    ３  建築主は、契約担当者名とすること。
   　     ２  地色は、マンセル記号１ＧＹ７．５／８とし黒文字（角ゴシック）で表現する。
   　   注１ 表示板は、風圧に耐えるよう配慮すること。

　表示板の形式
　表示時期は工事着工時から完成時までとする。

令和○○年○○月○○日　 ～　 令和○○年○○月○○日

株式会社　近　建築設計事務所

８

表示する
　建物のイメ－ジがわかるようパ－ス等を活用して表示する。
　（サイズ1,800㎜×900㎜　カラ－コピ－ラミネ－ト加工程度）

９工事概要の表示

　　　　・受注者事務所の中に監督職員用スペ－ス（　　）㎡程度確保する。

　監督職員が指定する箇所に一箇所設置する。                                     (2.4.1)

（外注委託の場合、記入）

  足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省令和5年12月26日）」
  により、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準」における2の
  (1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場によるものとする

　・構外指示の場所に搬出する。
　・構内指示の場所にたい積する。

10建設発生土の処理 本工事より発生する建設発生土は、次の場所に搬出するものと想定している。
　・工事発注後に明らかになった事情で、予定した条件により難い場合は、別途協議する。
　　建設発生土量　（　　　　　　　　　　）ｍ3　
　　発生場所　　　（　　　　　　　　　　）
　　搬出先、距離　（　　　　　　　　ｋｍ）
　　受入条件　　　（　　　　　　　　　　）

　・構内指示の場所に敷きならす。

屋
根
及
び
と
い
工
事

１３

内
　
 
容

図
　
 
番 Ａ

縮
　
 
尺

工

事

名
秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

奥　圭司管理建築士　一級建築士登録第306990号
NON

NON 01
建築改修工事特記仕様書

秋田県湯沢市酒蒔字谷地111番地

堆肥舎

12,717.18㎡

          2.5垂直積雪量　（ｍ）

本工事は、「秋田県週休２日制工事実施要綱」及び「秋田県週休２日制工事に関する営繕課運用」
に基づいて実施する。
※完全週休２日（土日）工事
・月単位の週休２日工事

                                  ・　無
  関係機関等との協議結果　　　　　・　有（内容：　　　　　　　 　　 　　　　　　　　）
                                  ・　無
  関係機関等との協議の未成立事項　・　有（内容：　　　　　　　  　　　　　　　　　　）
  資機材置場所        　　　　  　・　有（図示）   　 ・　無
  工事用車両の駐車場所　　　  　　・　有（図示）　　　・　無
  部位別施工順序                  ※  指定しない　　　・　図示による

                                  ・　無
　関連工事による施工時期の調整　　・　有（内容：　　　　　　 　 　　　 　　）  (1.3.5)

　施工時期・時間の制限　　　  　　※　指定しない　　　・　

施工条件11

「建設機械に関する技術指針（平成３年建設省通知第247号）」に基づき、指定された排出ガス対策型

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成９年建設省告示第1536号）」に基づき、指定
  された建設機械を使用する。                                                  (1.3.11)

　建設機械を使用する。                                                        (1.3.11)

施工中の環境保全等12

発生材の処理等
 種類

 種類

詳細（厚さ等）

詳細（厚さ等） その他使用部位室　名

その他使用部位室　名

特定建設資材廃棄物の再資源化が必要な発生材                                　  (1.3.12)

特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理                                   　     (1.3.12)

現場再利用発生材　　　　・有（　　　）　・無

　石綿　　　含有建材　　・有（　　　）　・無
    受入施設名　　秋田県環境保全センター（大仙市協和上淀川 ）、　　km
飛散性石綿の使用状況

非飛散性石綿成形板の使用状況

引き渡しを要するもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (1.3.12)

特別管理産業廃棄物　　　・有（　　　）　・無                                  (1.3.12)

13

処分施設の名称・住所・搬出距離(km）

再資源化等をする施設名・住所・搬出距離(km）

廃プラスチック類
金属くず類(鉄板) ㈲南商店〈湯沢市字万石364-1〉 、5.8km

㈱クリーンカンパニー〈雄勝郡羽後町新町大又29-2〉、20.3km

－

発酵処理施設 木造平屋建て 建築面積:2,946.00ｍ 2　延床面積 :2,946.00ｍ 2

折板葺 （13.3.2、3)

折板の材料 形式 山高 山ﾋﾟｯﾁ 厚さ
区分

耐力による
区分

材料による
面戸板
軒先

・重ね形
・はぜ締め形
・

・鋼板製
・あり
・なし

塗膜の種類、塗膜の耐久性の種類、めっき付着量等
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
断熱材張り　・あり（断熱材の種別：　　　　　厚さ：　　　　防火性能：　　　　　）
建築基準法に基づき定まる耐風圧力及び積雪荷重に対応した工法　・（　　　　　　　）
折板のけらば納め　　※けらば包みによる方法　　・（　　　　　　）

（5.1.3)

（5.12.2～4)

４

建
具
改
修
工
事

１改修工法 工法
・かぶせ工法　　　・撤去工法
新規に建具を設ける場合
　壁部分の開口の開け方　　　　　　　　　※図示による　　・　
　新規建具周囲の補修方法及び範囲　　　　※図示による　　・　

軽量シャッタ－２ 開閉形式　　     ※手動式　　・　　電動式（手動併用式）
耐風圧強度　　　（　　　　　　）Pａ
電動式の場合の安全装置

急降下停止装置　・設置する（・図示による　・　　　）　　・設置しない
障害物感知装置の設置箇所　　・図示による　・（　　　　）

スラットの材質　　 ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯(JIS G 3312) 
めっきの付着量（※Z06又はF06　　・　　　　　　）

塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 (JIS G 3322)
めっきの付着量（※AZ90　　・　　　　　　）　

スラット形状　　 　・インタ－ロッキング形　　・オ－バ－ラッピング形

R 8. 6

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業Ｉ第02102号工事　

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業 
Ｉ第02102号工事　

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業Ｉ第02102号工事

屋根工事  屋根葺き替え・撤去処分含む（下屋屋根除く）
外壁工事  外壁（東面）張り替え・撤去処分含む
建具工事  軽量シャッター(SS-1 2か所)の更新
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内
　
 
容

図
　
 
番

秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

Ａ管理建築士　一級建築士登録第306990号 奥　圭司

02
付近見取図、配置図

400

1

秋田県湯沢市酒蒔字谷地111番地
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凝沈室
（既存建物4）

脱水機室
（既存建物2） ブロワ室

（既存建物3）

（既存建物5）

（既存建物6）

（既存建物7）

車両消毒場

管理棟

製品保管庫

隣地境界線

隣
地
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線

隣
地
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線
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3
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0
0
0

3
,
0
0
0

尿処理施設

発酵処理施設
（既存建物1）

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業

＝凡例＝

　　　　　　:今回改修建物範囲を示す 全体配置図　　S=1/400

付近見取図

R 8. 6

Ｉ第02102号工事　
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(1)発酵処理施設

工

事

名

縮
　
 
尺

内
　
 
容

図
　
 
番

秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

Ａ管理建築士　一級建築士登録第306990号 奥　圭司

1
建物概要、仕上表、平面図

03

200
600

A3版　1/400、 1200

室　名

12717.18㎡

合　計

3208.21

3198.44

2946.00

2946.00

(1)発酵処理施設

合　計
165.06

163.08
(2.3.4)尿処理施設上屋

(2.3.4)尿処理施設上屋

38.85

44.40
(5)車両消毒場

(5)車両消毒場
50.51

52.75

(6)管 理 棟

(6)管 理 棟

(6)管  理  棟(5)車両消毒場

鉄骨造平屋建て 木造平屋建て

(2.3.4)尿処理施設上屋

木造平屋建て

(1)発酵処理施設

木造平屋建て

床　面　積 25.00    x    114.00    =   2850.00

8.00    x     12.00    =     96.00

合　計 2946.00

建築面積 25.00    x    114.00    =   2850.00

合　計 2946.00

8.00    x     12.00    =     96.00
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縦型発酵槽
縦型発酵槽

２次発酵槽 ２次発酵槽 ２次発酵槽 副資材置場 副資材置場

（特殊肥料） （特殊肥料） （普通肥料） （オガクズ） （モミガラ）

１次発酵槽（オープン式）

２次発酵槽 ２次発酵槽
（特殊肥料） （特殊肥料）

原料受入ピット
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（FL＋1,200）
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Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

エアー配管ピット

ソフトカッター 3xH25

防油提

製品保管場

（特殊肥料）

選別袋詰場

4
,
5
0
0

1,5001,500
1,500 1,500

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業

秋田県湯沢市酒蒔字谷地111番地

堆肥舎建 物 用 途

建 設 場 所

工　 事 　名

建 物 概 要

外部仕上表［発酵処理施設］

内部仕上表［発酵処理施設］

屋　　　 根

軒　　　 裏

外　　　 壁

基 礎 廻 り

屋根材現し　下屋：ケイ酸カルシウム板 厚6 EP

FRP鉄板小波 厚0.7　下屋：窯業系防火サイディング 厚12（塗装品）透湿防水シート下地

コンクリート打放し　目地切　基礎天端：モルタル塗 厚30

部　位
床 腰 壁 壁 天 井

発 酵 処 理 場

脱　　臭　　室

コンクリート直均し仕上

コンクリート直均し仕上

コンクリート打放し　目地切

コンクリート打放し　目地切

外装材・軸組現し
製品保管場X1、Y3通り面：塗装コンパネ 厚12

ケイ酸カルシウム板 突付け 厚6

屋根材・小屋組現し

ケイ酸カルシウム板 突付け 厚6

巻上カーテン

備　　考

ポ　ー　チ

開　口　部

コンクリート直均し仕上

アルミ窓、アルミドア、電動スチールシャッター

防 火 地 域

用 途 地 域

構　　　 造

指 定 な し

指 定 な し

FRP鉄板小波［屋根・外壁］サンコートファイログラス・ダブルコート程度　日東紡　ステンレスビス止め・R座金併用
雪おろし表示板 プラスチック製 5×250×360（文字共）、防油提
原料受入ピット壁外側：塗膜防水 パラテックスB-1工法

原料受入ピット底盤打継部：止水材 ゲルフィットロープ程度（有）ケーシー

備　　　考

敷 地 面 積

建 築 面 積

延 床 面 積

【　建物求積図　S=1/600　】

ソフトカッター 3×H25
【 発 酵 処 理 場 】 中央通路

【 脱 臭 室 】

中央通路

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20

Y4

Y3

Y2

Y1

Y2

Y1

Y3

平面図　　S=1/200

FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）下屋：ガルバリウム鋼板 厚0.4　構造用合板 厚12下地　下葺ルーフィング940

R 8. 6

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業Ｉ第02102号工事　

Ｉ第02102号工事　

外壁 撤去・新設範囲
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番

秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

Ａ管理建築士　一級建築士登録第306990号 奥　圭司

1
屋根伏図

1
0
,
0
0
0

1
5
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

12,000

12,00018,000

6,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0006,000

114,000

3
,
0
0
0

7
5
0

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業

200

A3版　1/400〇〇〇〇〇　　　　　　:今回改修内容を示す

＝凡例＝

4
/
1
0

2
/
1
0

2
/
1
0

2
.
6
7
/
1
0

3
/
1
0

屋根伏図　　S=1/200

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X20X19

Y3

Y2

Y1

　　　　　　:今回改修範囲を示す

04

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

750 750

7
5
0

7
5
0

750750

R 8. 6

Ｉ第02102号工事　

下屋屋根：ガルバリウム鋼板 厚0.4
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図
　
 
番

秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

Ａ管理建築士　一級建築士登録第306990号 奥　圭司

1

200
立面図

A3版　1/400

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業

＝凡例＝

〇〇〇〇〇　　　　　　:今回改修内容を示す

05

手動巻上式カーテン

2
,
0
0
0

5
,
0
0
0

2
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
0
0
0

4
,
0
0
0

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0006,000

114,000
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X20X19

アルミ製引違いサッシ

750750

▼ＧＬ

東側立面図　　S=1/200

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

外壁：FRP鉄板小波 厚0.7 撤去・新設

西側立面図　　S=1/200
下屋壁：窯業系防火サイディング 厚12（塗装品）

下屋腰壁：コンクリート打放し 目地切

3
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
0
0
0

5
,
0
0
0

下屋屋根：ガルバリウム鋼板 厚0.4

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0006,000

114,000
X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X20 X19

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

750750

▼ＧＬ

北側立面図　　S=1/200南側立面図　　S=1/200

10

10

3

2

4
10

2.67
10 10

2.67

10
2

3
10

3
,
6
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
0
0
0

5
,
0
0
0

3
,
6
0
0

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
0
0
0

5
,
0
0
0

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設 屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

3,000 750 750750750 750 3,000750 750 750

▼ＧＬ ▼ＧＬ

Y4Y3Y2Y1

15,000 10,000

25,000 8,000

Y4 Y3 Y2 Y1

10,000 15,000

8,000 25,000

下屋壁：窯業系防火サイディング 厚12（塗装品）

下屋壁：窯業系防火サイディング 厚12（塗装品）

R 8. 6

Ｉ第02102号工事　

外壁：FRP鉄板小波 厚0.7 外壁：FRP鉄板小波 厚0.7

スチール製軽量電動シャッター 撤去・新設(三方枠共)

スチール製軽量電動シャッター 撤去・新設(三方枠共)

外壁：FRP鉄板小波 厚0.7 外壁：FRP鉄板小波 厚0.7

-19-
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番

秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

Ａ管理建築士　一級建築士登録第306990号 奥　圭司

1

Y2 Y3

梁：集成材

スラブコンクリート 厚200

土間シート 厚0.15

砂利地業 RC=40

コンクリート直均し仕上

柱脚：コンクリート打放し

柱：集成材

腰壁：コンクリート打放し　目地切

外壁：FRP鉄板小波 厚0.7

塗装コンパネ 厚12

外壁：FRP鉄板小波 厚0.7

C
3
 1

80
x
7
2
0

C
2
 1

50
x
4
2
0

▽FL

△GL

Y1

5
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1,000

2
0
5
0
3
0

1
0
0

6,100

4
,
0
0
0

9
0
0

1
,
3
5
0

3
,
0
1
8

750

3,3333,3333,3333,0003,0003,0003,0003,000

750 25,000 750

2

4

10

10

2.67

10

腰壁：コンクリート打放し
　　　目地切

令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業

L-30×30×3 SUS304

壁：コンクリート打放し　目地切

ガルバリウム鋼板 厚0.4

ガルバリウム鋼板 厚0.4

母屋：80×120 @455　転止共

C
1
 1

50
×

6
9
0

B1 120×210G2 150×450
H2
 1
80
×
18
0

H3
 
1
2
0
×
1
5
0

H1 180×
210G1 1

50×
720

B1 1
20×

210

【 選 別 ・ 袋 詰 場 】 【 中 央 通 路 】 【 製 品 保 管 場 】

矩計図   S=1/40

40
20

A3版　1/40、 80

（落下防止対策：ベルブロック使用）

親綱ロープ取付金具
SUS304 アイプレート14Φ　
＋カラビナO型10Φナット付程度 39か所

矩計図、部分詳細図

部分詳細図   S=1/20

外壁：FRP鉄板小波 厚0.7

畜産用巻上カーテン 600H

＝凡例＝

〇〇〇〇〇　　　　　　:今回改修内容を示す

ウレタン面戸 撤去・新設

06

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

屋根：FRP鉄板小波 厚0.8（毛細管対策波）撤去・新設

鼻隠し包み 糸尺250 撤去・新設

母屋：80×120 @455　転止共

ガルバリウム鋼板 厚0.4

ガルバリウム鋼板 厚0.4

構造用合板 厚12下地

巻き上げカーテン下雨押え 糸尺550 撤去・新設

ガルバリウム鋼板 厚0.4

水切鉄板 糸尺400 撤去・新設

サッシ上ﾊﾞ水切 糸尺200

アルミ製引違いサッシ
W1720×H1350

腰水切 糸尺250

外部シャッター三方枠
ガルバリウム鋼板 厚0.4

撤去・新設

スチール製軽量電動シャッター
W4800×H4000 撤去・新設

R 8. 6

Ｉ第02102号工事　

ガルバリウム鋼板 厚0.4
雨押え 糸尺300

15
0
20

0

補修箇所は現場協議とする。
母屋補修：80×120(転止共) 36.0m
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秋田県横手市十文字町西原一番町８  TEL 0182(42)1388(代)

Ａ管理建築士　一級建築士登録第306990号 奥　圭司

1
建具キープラン、建具表
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（特殊肥料） （特殊肥料）

２次発酵槽

（特殊肥料）

２次発酵槽 ２次発酵槽

（普通肥料）

副資材置場

（オガクズ）

副資材置場

（モミガラ）

（特殊肥料）

２次発酵槽

（特殊肥料）

２次発酵槽

原料受入ピット

（ FL-4,000 ）

１次発酵槽（オープン式）

エアー配管ピット

選別袋詰場
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縦型発酵槽 縦型発酵槽

製品保管場
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AD

1

金 物

姿 図

備 考

ガ ラ ス

仕上・見込

取 付 場 所

腰：アルミパネル 厚3

カラー・ 70

握り玉錠、丁番、ドアクローザー、附属金物一式

FL3

住宅用外付

発酵処理場

50
200

A3版　1/100、 400

＝凡例＝

建具表　S=1/50

アルミ製片開き戸

上部水切：ガルバリウム鋼板  厚 0.4

符号・型式
AD

2
アルミ製両開き戸

腰：アルミパネル 厚3

カラー・70

握り玉錠、丁番、ドアクローザー、附属金物一式

鉄骨用半外付

脱臭室

上部水切：ガルバリウム鋼板 厚0.4

数量

３

1

AW

カラー・70

FL3

クレセント、戸車、引手、附属金物一式

アルミ製引き違い窓

住宅用外付

発酵処理場、脱臭室

上部、下部水切：ガルバリウム鋼板 厚0.4

数量

２

1

SS
スチール製電動シャッター

カラー

スラット 厚1.0、座板、ガイドレール、ケース、附属金物一式

発酵処理場

外部三方額縁：ガルバリウム鋼板 厚0.4

数量 数量

２

　　　　　　:今回改修範囲を示す

【 脱 臭 室 】

【 発 酵 処 理 場 】

建具キープラン　S=1/200

〇〇〇〇〇　　　　　　:今回改修内容を示す
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1,720

※2か所　撤去・新設

07
令和8年度湯沢地区畜産環境総合整備事業
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ＡＷ
１

ＡＷ
１

１

ＡＷ

８８

R 8. 6

Ｉ第02102号工事　
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